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午前１０時００分 開会

─────────────────

◎日程第１ 開 会

出席議員は定足数に○議長（馬場騎一君）

達しておりますので、会議は成立しました。

これより、去る１１月１９日告示招集され

ました平成２１年三沢市議会第２回臨時会を

開会いたします。

なお、本日、執行部より正誤表が提出され

ておりますので、御了承願います。

それでは、直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事は、お手元に配付しております

議事日程第１号をもって進めます。

─────────────────

◎日程第２ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会議録署○議長（馬場騎一君）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員に、１０番堀光雄議員、１

１番春日洋子議員の両氏を指名します。

─────────────────

◎日程第３ 会期の決定

日程第３ 会期の決○議長（馬場騎一君）

定を行います。

お諮りします。

今臨時会の会期は、本日、１１月２６日、

１日としたいと思います。これに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（馬場騎一君）

す。

よって、会期は、本日、１１月２６日、１

日と決定しました。

─────────────────

◎日程第４ 諸報告

日程第４ 諸報告○議長（馬場騎一君）

は、印刷してお手元に配付したとおりです。

御了承願います。

─────────────────

◎日程第５ 議案第７７号から

日程第７ 議案第７９号まで

日程第５ 議案第７○議長（馬場騎一君）

７号から日程第７ 議案第７９号までの３議

案を一括上程します。

提案理由の説明を願います。

市長。

おはようございま○市長（種市一正君）

す。

本日ここに、平成２１年三沢市議会第２回

臨時会開会に当たり、提案いたしました議案

につきまして、その概要を御説明申し上げま

して、御審議の参考にしていただきたいと存

じます。

まず、議案第７７号は、平成２１年度三沢

市一般会計補正予算（第４号）についてであ

りますが、新型インフルエンザの感染防止策

として、国が定めたワクチン予防接種費用の

優先接種対象者に対する助成が緊要となった

ため、地方自治法第１７９条第１項の規定に

より専決処分いたしましたので、議会の承認

を求めるものであります。

次に、議案第７８号は、職員の給与に関す

る条例等の一部を改正する条例の制定につい

てであります。

青森県人事委員会の給与等に関する勧告に

基づく県の職員の給与改定に準じまして、職

員の給料月額並びに期末手当及び勤勉手当の

額を改定し、並びに住宅手当にかかわる支給

対象職員の範囲を改めるため、提案するもの

であります。

次に、議案第７９号は、三沢市特別職の職

員の給与等に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてでありますが、青森県の特

別職の職員の期末手当の額の改定に準じまし

て、三沢市特別職の期末手当の額を改定する

ため、提案するものであります。

以上、提案いたしました議案の概要を御説

明申し上げましたが、議事の進行に伴い、本

職並びに関係部長から詳細に御説明申し上げ

たいと思います。

何とぞ慎重なる御審議の上、原案どおり御

議決、御承認賜りますようお願いを申し上げ

ます。よろしくお願いします。

お諮りします。○議長（馬場騎一君）

本日の臨時会に提出されております議案の
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審議につきましては、会議規則第３７条第３

項の規定により、委員会付託を省略したいと

思います。これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（馬場騎一君）

す。

よって、委員会付託を省略します。

─────────────────

◎日程第５ 議案第７７号

日程第５ 議案第７○議長（馬場騎一君）

７号を議題とします。

当局の説明を求めます。

政策財政部長。

議案第７７○政策財政部長（澤口正義君）

号、専決第９号平成２１年度三沢市一般会計

補正予算（第４号）の概要について御説明申

し上げます。

専決要因といたしましては、新型インフル

エンザの感染防止策として、国が定めたワク

チン予防接種費用の優先接種対象者に対する

助成が緊要となったため、地方自治法第１７

９条第１項の規定により専決処分したもので

あります。

この結果、補正総額は、歳入歳出ともに

４,７３０万円の増額補正で、既定額との累

計では１９４億２,７９０万円となり、前年

度最終予算額との比較では１１億７,８３９

万２,０００円、率にいたしまして５.７％の

減となったところであります。

以下、予算書２ページの第１表歳入歳出予

算補正に基づき、歳入から御説明いたしま

す。

１４款の国庫支出金につきましては、１,

３５０万円の増額補正をいたしております。

１５款の県支出金につきましては、６７５万

円の増額補正をいたしております。１９款の

繰越金につきましては、前年度繰越金２,７

０５万円の増額補正をいたしております。

次に、歳出について御説明いたします。

４款の衛生費につきましては、予防費に計

上しております新型インフルエンザ対策事業

費を４,７３０万円増額補正いたしておりま

す。

以上が、平成２１年度三沢市一般会計補正

予算（第４号）の概要でございます。よろし

くお願い申し上げます。

それでは、質疑を行○議長（馬場騎一君）

います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、○議長（馬場騎一君）

質疑を終結します。

続いて、討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようでございま○議長（馬場騎一君）

すので、討論を終結します。

これより、採決します。

議案第７７号は、原案のとおり承認すべき

ものと決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（馬場騎一君）

す。

よって、議案第７７号専決処分の承認を求

めることについて（平成２１年度三沢市一般

会計補正予算（第４号））は、原案のとおり

承認と決しました。

─────────────────

◎日程第６ 議案第７８号

日程第６ 議案第７○議長（馬場騎一君）

８号を議題とします。

当局の説明を求めます。

総務部長。

議案第７８号職○総務部長（工藤智彦君）

員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例の制定について御説明申し上げます。

議案書の３ページをごらんいただきたいと

思います。

この議案は、青森県人事委員会の給与等に

関する勧告に基づく県の職員の給与改定に準

じ、職員の給料月額並びに期末手当及び勤勉

手当の額を改定し、並びに住居手当に係る支

給対象職員の範囲を改めるため、提案するも

のであります。

議案書の４ページをごらんいただきたいと

思います。
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第１条における職員の給与に関する条例の

一部改正は、自宅に係る住居手当の廃止と、

１２月に支給される期末手当の支給割合につ

いて規定しております。

内容につきましては、職員の自宅に係る住

居手当については廃止するものであります。

また、１２月に支給される期末手当の支給割

合を、一般職については１００分の１５５か

ら１００分の１４５に、再任用職員について

は１００分の８０を１００分の７５に、それ

ぞれ引き下げるものであります。

次に、別表第１、別表第２並びに別表第３

イ及びウは給料表の改正で、国及び県の給料

表に準じ、初任給を中心とした若年層の適用

者については据え置き、それ以外の職員につ

いては平均で０.２％引き下げるものであり

ます。

次に、議案書の１５ページをごらんいただ

きたいと思います。

第２条における職員の給与に関する条例の

一部改正は、平成２２年４月１日から施行さ

れるもので、平成２２年６月に支給される期

末手当の支給割合並びに勤勉手当の支給割合

を規定しております。

内容につきましては、平成２２年６月に支

給される期末手当の支給割合を、一般職につ

いては１００分の１４０から１００分の１２

５に、再任用職員については、６月に支給さ

れる期末手当の支給割合を１００分の７５か

ら１００分の６５に、１２月に支給される期

末手当の支給割合を１００分の７５から１０

０分の８０とするものであります。

また、６月及び１２月に支給される勤勉手

当の支給割合を、一般職については１００分

の７２.５を１００分の７０に、再任用職員

については、１２月の支給割合１００分の４

０を１００分の３５にすることにより、６月

及び１２月ともに１００分の３５とするもの

であります。

次に、第３条における職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例の一部改正は、こ

れまで経過措置として、現在、給料月額が平

成１８年３月３１日に支給されていた給料月

額に達していない職員には、減給補償として

その差額を支給しておりましたが、給料表の

改正により、差額を支給されている者につい

ては、平成１８年３月３１日に支給されてい

た給料月額に１００分の９９.７６を乗じて

得た額を支給することを規定しております。

附則第１項につきましては施行日を規定し

ており、第２条については平成２２年４月１

日からとし、それ以外については平成２１年

１２月１日からとするものであります。

附則第２項につきましては、平成２１年１

２月に支給する期末手当について、減額調整

する特例措置を規定しております。

次に、議案書の１７ページをごらんいただ

きたいと思います。

附則第５項につきましては、職員の期末手

当の額を１０％減ずることを規定している職

員の給与の特例に関する条例を廃止するもの

であります。

附則第６項につきましては、企業職員の給

与の種類及び基準に関する条例の一部改正

で、職員の給与に関する条例と同じく、自宅

に係る住居手当を廃止することを規定してお

ります。

以上、よろしくお願いいたします。

それでは、質疑を行○議長（馬場騎一君）

います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、○議長（馬場騎一君）

質疑を終結します。

続いて、討論を行います。

なお、討論の通告がありますので、発言を

許します。

３番奥本菜保巳議員。

議案第７８号職員○３番（奥本菜保巳君）

の給与に関する条例等の一部を改正する条例

の制定について、反対の立場で討論いたしま

す。

国家公務員給与法改定案の質疑が、２０日

の衆議院本会議と同日の総務委員会で行わ

れ、日本共産党の塩川哲也議員が法案の中身
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をただしました。

同法案は、自公政権のもとで出された８月

の人事院勧告に基づき、国家公務員の給与と

ボーナスを大幅に引き下げるというもので

す。１人当たり年平均１５万４,０００円と

いう過去最大規模の減収を押しつけるもので

す。国家公務員と、その給与に準拠する地方

公務員、さらには民間の給与と、景気にも深

刻な影響をもたらすもので、デフレに拍車を

かけることになります。

原口総務大臣は、民間で働く人たちが苦し

いから、公務員も同じように給与を減らすべ

きだという単純な議論は危険でありとしなが

らも、悩ましい決断と答弁しています。

塩川議員は、人事院勧告そのものが旧政権

の圧力でゆがめられている、その検証もなし

に、法案をそのまま出したことには同意でき

ないと表明しました。

さて、地方においてですが、国家公務員の

給与に準拠する地方公務員はその影響を受け

ることになりますが、国家公務員には手当て

される地方手当というものが、地方公務員に

はほとんどありません。要するに、地方公務

員は、国家公務員以上に打撃を受けることに

なります。

また、三沢市は、公務員の割合が高い性格

上、その給与が減ると税収が減り、地域の経

済、とりわけ市内の飲食店の売り上げに悪影

響を及ぼすのではないでしょうか。

また、三沢市は、国家公務員と地方公務員

の給与を比較したラスパイレス指数を見て

も、六戸町、七戸町、おいらせ町よりも低い

数値になっており、これ以上引き下げる必要

はありません。今回の職員の給与、一時金引

き下げは、民間に悪影響を与え、地域の全体

の賃金水準の引き下げにつながり、三沢市の

経済に一層の打撃を与えてしまいます。

以上の趣旨から、職員の給与、一時金引き

下げには反対を表明いたします。

ほかにありません○議長（馬場騎一君）

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、○議長（馬場騎一君）

討論を終結します。

これより、採決します。

この議案は、起立により採決します。

議案第７８号は、原案のとおり可決すべき

ものと決することに賛成の方の起立を求めま

す。

（賛成者起立）

起立多数です。○議長（馬場騎一君）

よって、議案第７８号職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条例の制定について

は、原案のとおり可決と決しました。

─────────────────

◎日程第７ 議案第７９号

日程第７ 議案第７○議長（馬場騎一君）

９号を議題とします。

当局の説明を求めます。

総務部長。

議案第７９号三○総務部長（工藤智彦君）

沢市特別職の職員の給料等に関する条例の一

部を改正する条例の制定について御説明申し

上げます。

議案書の１９ページをごらんいただきたい

と思います。

この議案は、青森県の特別職の職員の期末

手当の額の改定に準じ、三沢市特別職の期末

手当の額を改定するため、提案するものであ

ります。

議案書の２０ページをごらんいただきたい

と思います。

第１条における三沢市特別職の職員の給料

等に関する条例の一部改正は、市長及び副市

長の平成２１年１２月に支給される期末手当

の支給割合を、１００分の１７０から１００

分の１６０に引き下げるものであります。

第２条における三沢市特別職の職員の給料

等に関する条例の一部改正は、平成２２年６

月に支給される期末手当の支給割合を、１０

０分の１６０から１００分の１４５に引き下

げるものであります。

なお、この三沢市特別職の職員の給料等に

関する条例の改正に伴い、この条例を準用し
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ている三沢市議会議員の議員報酬及び費用弁

償に関する条例及び三沢市教育委員会教育長

の給与、勤務時間等に関する条例においても

同様に、期末手当の支給割合が改定されるも

のであります。

附則につきましては施行日を規定してお

り、第１条については平成２１年１２月１日

からとし、第２条については平成２２年４月

１日からとするものであります。

以上、よろしくお願いいたします。

それでは、質疑を行○議長（馬場騎一君）

います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、○議長（馬場騎一君）

質疑を終結します。

続いて、討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、○議長（馬場騎一君）

討論を終結します。

これより、採決します。

議案第７９号は、原案のとおり可決すべき

ものと決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（馬場騎一君）

す。

よって、議案第７９号三沢市特別職の職員

の給料等に関する条例の一部を改正する条例

の制定については、原案のとおり可決と決し

ました。

─────────────────

以上で、本臨時会に○議長（馬場騎一君）

付議された事件はすべて議了しました。

これをもって、平成２１年三沢市議会第２

回臨時会を閉会します。

御苦労さまでした。

午前１０時２３分 閉会
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